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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
３.特定地区に関する取り組みと実績等 

 

(１)都市計画等により定める区域(地域制緑地等) 

 

１)近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区 

 

①地区の指定・施策方針 

○首都圏近郊緑地保全法に基づき、円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域※1が、横浜市を含む約 1,096ha にわ

たって指定され、その内約 294haが鎌倉市内にあります。 

○鎌倉市では、近郊緑地保全計画に沿って、区域内の重要な緑地として約 131haが、鎌倉近郊緑地特別保

全地区に指定されています。 

 

■近郊緑地保全区域・近郊緑地特別保全地区の指定の方針と面積 

近郊緑地保全区域※2 面積(ha) 近郊緑地特別保全地区 面積(ha) 

円
海
山
・
北
鎌
倉 

 

近
郊
緑
地
保
全
区
域 

鎌
倉
市
域 

岩瀬地区 53 

鎌倉特別保全地区 131 
今泉地区・今泉台地区 121 

十二所和泉ヶ谷地区 94 

十二所七曲地区 26 

鎌倉市域計 294 鎌倉市域  計 131 

横浜市域 802 

円海山特別保全地区 124.0 

大丸山特別保全地区 72.6 

公田特別保全地区 5.4 

横浜市域  計 202 

 合計 1,096 合計 333 

 

                                                   
※1 円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域は、横浜市及び鎌倉市を含む一つの区域として指定されています。昭和 44年(1969年)3月

28日 首都圏整備委員会告示 第 1号。最近の変更は平成 18年(2006年)12月 28日 国土交通省告示 第 1540号。 
※2 鎌倉市側の地区の名称は、法に基づくものではなく、施策の推進上の地区名称としているものです。 

３.特定地区に関する取り組みと実績等 

■円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域・特別保全地区位置図 

 

地特別 
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②指定の経過 

円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域 近郊緑地特別保全地区 

指定年月日 面積(約 ha) 鎌倉市 横浜市 地区名 面積(約 ha) 

昭和 44年  3月 28日 962(当初指定) 243 719   

昭和 44年  5月 13日    円海山 100(横浜市域のみ) 

昭和 52年  9月 21日 998(拡大) 243 755   

平成 18年 12月 28日 1,096(拡大) 294 802   

平成 21年  3月 25日    円海山 116(拡大) 

平成 22年  3月 23日    大丸山 44(横浜市域のみ) 

平成 23年 10月 18日    鎌倉 131(鎌倉市域のみ) 

平成 24年  3月 5日    公田 5.4(横浜市域のみ) 

平成 26年 3月 5日    大丸山 72.6(横浜市域のみ) 

令和 2年   3月 25日    円海山 124.0（拡大） 

 

 

③近郊緑地特別保全地区内の緑地の保全に関する事項 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

鎌倉近郊緑地特別保全地区 131 岩瀬字北山 外 平成 23年 10月 18日 

 

【指定の理由】 

・鎌倉近郊緑地特別保全地区は、その良好な自

然環境を有する緑地を保全するとともに、首

都圏の住民の健全な心身の保持及び増進に資

することを目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ先 買入れ地の管理 

・市街地の背景をなす岩瀬から今泉に

かけての連続する丘陵の自然的景

観と良好な自然的環境を一体的に

保全する。 

・横浜市側に続く樹林地を保全する。 

・七曲地区を中心とする貴重な動物の

生息環境を保全する。 

・七曲地区の眺望機能を確保する。 

・散策路等、周辺地区と一体にな

った交流とふれあい活動の場と

しての活用に必要な施設。 

・保安林の指定地以外での、土砂

崩壊防止施設等、災害の防止ま

たは復旧のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

鎌倉市※ 

緑地保全に必要

な施設整備、維

持管理を行う。 

備 

考 

鎌倉近郊緑地特別保全地区は、区域の一部が保安林(保健保安林、土砂流出防備保安林、風致保安林)

と重複しています。 

※神奈川県も土地の買入れを希望することができます。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
３.特定地区に関する取り組みと実績等 

 

２)特別緑地保全地区 

 

①地区の指定と緑地の保全に関する事項 

○地区別の指定理由、保全の方針等は次のとおりです。 

 

■図Ⅱ.4.3 特別緑地保全地区の指定状況等 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

城廻特別緑地保全地区 3.7 城廻字打越 平成 14年 4月 30日 

【指定の理由】 

 

・城廻特別緑地保全地区は、鎌倉市北部の城廻地区

に位置し、北東側及び南西側は低層住宅地に、南

東側は清泉女学院に囲まれた市街化区域と市街化

調整区域であり、無秩序な市街化を防止するとと

もに、優れた景観により当該地域の住民の健全な

生活環境の確保を目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・市街地の背景をなす自然景観を

保全するとともに、点的なビオ

トープ空間としての機能を確保

する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防止

または復旧のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、

維持管理を行う。 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

昌清院特別緑地保全地区 0.8 山崎字清水帰り 平成 14年 4月 30日 

【指定の理由】 

 

・昌清院特別緑地保全地区は、鎌倉市のほぼ中央、

鎌倉中央公園の北西に位置し、周辺を低層住宅地

によって囲まれた、臨済宗昌清院の裏山であり、

寺院と一体となっている伝統的、文化的意義を有

する樹林地等を保全し、その良好な水辺環境を後

世に伝えるとともに、当該地域の住民の健全な生

活環境の確保を目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・社寺境内地の良好な水辺環境を

保全する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防止

または復旧のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、

維持管理を行う。 
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地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

岡本特別緑地保全地区 3.2 岡本二丁目 平成 14年 4月 30日 

【指定の理由】 

 

・岡本特別緑地保全地区は、JR 大船駅の西側に位置

する山の西斜面であり、無秩序な市街化を防止す

るとともに、優れた景観による当該地域の住民の

健全な生活環境の確保を目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・都市景観上のランドマークと

しての一山形状を示す自然的

景観を保全する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防止ま

たは復旧のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、

維持管理を行う。 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

玉縄城址特別緑地保全地区 2.4 城廻字打越、植木字植木谷戸 平成 15年 6月 17日 

【指定の理由】 

 

・玉縄城址特別緑地保全地区は、小田原北条氏の支

城、玉縄城が築かれた場所であり、城主が最後に

立てこもる場所といわれている諏訪檀を含む、本

丸東側の土塁が原形をよく残しています。 

・歴史的意義を有する樹林地を保全し後世に伝える

とともに、その優れた景観により地域住民の健全

な生活環境の確保を目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・玉縄城跡としての歴史文化資源

を保全する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防止ま

たは復旧のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、

維持管理を行う。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
３.特定地区に関する取り組みと実績等 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

常盤山特別緑地保全地区 19 梶原四丁目、常盤字大丸 平成 17年 9月 13日 

平成 23年 10月 18日 

【指定の理由】 

 

・常盤山特別緑地保全地区は、鎌倉市中央部の歴史的

風土特別保存地区に隣接する地区であり、当緑地の

伝統的、文化的意義を有する樹林地を保全し、その

良好な優れた自然環境及び景観を後世に伝えるとと

もに、地域住民の健全な生活環境の確保を目的とし

ています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・歴史的風土特別保存地区とのつな

がりを確保するとともに、市街地

の背景をなす自然景観の保全に重

点を置く。 

・散策路、休憩所等、周辺地区と一体にな

った交流とふれあい活動の場としての活

用に必要な施設。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防止または

復旧のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施

設整備、維持管理を

行う。 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

寺分一丁目特別緑地保全地区 2.3 寺分一丁目、二丁目、三丁目 平成 19年 12月 19日 

【指定の理由】 

 

・寺分一丁目特別緑地保全地区は、深沢地域国鉄跡

地周辺地区の背景をなす緑地として、その自然的

景観を保全することで、低地と丘陵地の市街地を

分節して、火災の延焼を防止する防災機能及び緑

の回廊を構成するビオトープとしての機能を有し

ています。 

・貴重な樹林地を保全し、後世に伝えるとともに、

その優れた景観により地域住民の健全な生活環境

の確保を目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景

をなす緑地として、その自然的景

観を保全する。 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、

火災の延焼を防止する防災機能及

び緑の回廊を構成するビオトープ

空間としての機能を確保する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の

防止または復旧のため必要な

施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、

維持管理を行う。 
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地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

天神山特別緑地保全地区 5.0 山崎宮廻り 平成 20年 9月 16日 

【指定の理由】 

・天神山特別緑地保全地区は、工業系用途地域と住

居系用途地域を分節する第一種住居地域位置す

る、市街化区域内に残された一山形状の貴重な樹

林地として、都市景観上重要なランドマークを形

成しています。 

・中世山城が築かれた城郭的遺構及び縄文時代の遺

跡があり、埋蔵文化財包蔵地として周知されてい

る緑地です。 

・優れた景観を形成し、市街地を分節、歴史的意義

を有する緑地を保全し、地域住民の健全な生活環

境の確保を目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・都市景観上のランドマークとし

ての一山形状を示す自然的景

観を保全する。 

・城跡としての歴史文化資源を保

全する。 

・散策路等、周辺地区と一体になった

交流とふれあい活動の場としての

活用に必要な施設。 

・保安林の指定地以外での、土砂崩壊

防止施設等、災害の防止または復旧

のため必要な施設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、

維持管理を行う。 

備 

考 

天神山特別緑地保全地区は区域の一部が保安林(土砂崩壊防備保安林・風致保安林)と重複していま

す。 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

手広・笛田特別緑地保全地区 6.0 手広二丁目、笛田二丁目、鎌倉山四丁目 平成 21年 9月 14日 

【指定の理由】 

・手広・笛田特別緑地保全地区は、深沢地域国鉄跡

地周辺地区の背景をなす緑地として、その自然的

景観を構成するとともに、低地と丘陵地の市街地

を分節して、火災の延焼を防止する防災機能及び

緑の回廊を構成するビオトープ空間としての機

能を有しています。 

・貴重な樹林地を保全し、後世に伝えるとともに、

地域住民の健全な生活環境の確保を目的として

います。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景

をなす緑地として、その自然的景

観を保全する。 

・低地と丘陵地の市街地を分節し

て、火災の延焼を防止する防災

機能及び緑の回廊を構成するビ

オトープ空間としての機能を確

保する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防

止または復旧のため必要な施

設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、維

持管理を行う。 

備 

考 

手広・笛田特別緑地保全地区は、区域の一部が保安林(土砂流出防備保安林・保健保安林)と重複してい

ます。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
３.特定地区に関する取り組みと実績等 

 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

等覚寺特別緑地保全地区 1.8ha 梶原一丁目 、寺分一丁目 平成 24年 8月 1日 

【指定の理由】 

・等覚寺特別緑地保全地区は、深沢地域国鉄跡地周

辺地区の背景となる、一山形状を有する緑地とし

てその特色ある自然的景観の保全を図ることを目

的としています。 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、火災の延焼を

防止する防災機能を確保すること、及び緑の回廊

を構成する貴重な樹林地の自然的景観を保全する

こと、並びに地域住民の健全な生活環境を確保す

ることを目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景

をなす緑地として、その自然的景

観を保全する。 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、

火災の延焼を防止する防災機能、

及び緑の回廊を構成するビオトー

プ空間としての機能を確保する。 

・特色ある一山形状の自然的景観を

保全する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防

止または復旧のため必要な施

設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、維

持管理を行う。 

 

地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

梶原五丁目特別緑地保全地区 4.6ha 梶原五丁目 平成 24年 8月 1日 

【指定の理由】 

・梶原五丁目特別緑地保全地区は防災機能の確保に

加え、緑の回廊を構成する多様な生物の生息環境

を確保しすることを目的としています。 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、火災の延焼を

防止する防災機能を確保すること、及び緑の回廊

を構成し多様な生物の生息環境を有する貴重な樹

林地等の自然環境・景観を保全すること、並びに

地域住民の健全な生活環境を確保することを目的

としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・市街地の背景をなす自然景観を保

全し、市街地を分節して火災の延

焼を防止する防災機能と、緑の回

廊を構成する多様な生物の生息環

境を確保する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防

止または復旧のため必要な施

設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、維

持管理を行う。 
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地区名 面積(ha) 区域 指定・変更年月日 

上町屋特別緑地保全地区 0.6ha 上町屋 平成 30年 6月 15日 

【指定の理由】 

・上町屋特別緑地保全地区は、深沢地域国鉄跡地周

辺地区の背景をなす緑地として、その自然的景観

を保全するとともに、低地と丘陵地の市街地を分

節して、火災の延焼を防止する防災機能及び緑の

回廊を構成するビオトープ空間としての機能を確

保することを目的としています。 

・市街地における貴重な樹林地の自然的景観を保全

すること、及び地域住民の健全な生活環境を確保

することを目的としています。 

 

保全の方針 施設の整備 買入れ地の管理 

・深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景

をなす緑地として、その自然的景

観を保全する。 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、

火災の延焼を防止する防災機能及

び緑の回廊を構成するビオトープ

空間としての機能を確保する。 

・土砂崩壊防止施設等、災害の防

止または復旧のため必要な施

設。 

・緑地の機能保全に必要な施設。 

・緑地保全に必要な施設整備、維

持管理を行う。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
３.特定地区に関する取り組みと実績等 

 

②指定候補地及び緑地の保全の方針 

○特別緑地保全地区の候補地とする都市における良好な自然環境を形成する緑地の指定に向けた取り組み

を進めます。 

 

地 区 
面積 

(ha) 
保 全 の 方 針 

1 手広 15 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、火災の延焼を防止する防災機能及び

緑の回廊を構成するビオトープ空間としての機能を確保する。 

・深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景をなす緑地として、その自然的景観を

保全する。 

・良好な谷戸の自然的環境を保全する。 

2 龍宝寺 13 
・市街地の背景をなす自然景観を保全するとともに、点的なビオトープ空

間としての機能を確保する。 

小 計 28  

3 貞宗寺 4.9 
・市街地の背景をなす自然景観を保全するとともに、点的なビオトープ空

間としての機能を確保する。 

4 植木 3.8 
・市街地の背景をなす自然景観を保全するとともに、点的なビオトープ空

間としての機能を確保する。 

5 観音山 2.6 

・都市景観上のランドマークとしての一山形状を示す自然的景観を保全す

る。 

・鎌倉の玄関口に位置する都市景観上の目印として大船観音と調和した緑

を保全する。 

6 青蓮寺 1.5 

・深沢地域国鉄跡地周辺地区の背景をなす緑地として、その自然的景観を

保全する。 

・低地と丘陵地の市街地を分節して、火災の延焼を防止する防災機能及び

緑の回廊を構成するビオトープ空間としての機能を確保する。 

7 小動岬 0.8 ・海岸沿いの景勝地として、その優れた自然的景観を保全する。 

小 計 13.6  

その他 3.3 
※玉縄城址地区の拡大候補地(1.3ha)、等覚寺地区の拡大候補地(0.9ha)、

上町屋地区の拡大候補地(1.1ha) 

合 計 44.9  
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②指定候補地の緑地保全の要請 

○特別緑地保全地区制度の周知を図るとともに、候補地内での土地利用等に対して保全の要請をしています。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
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③確保緑地の適正整備事業 

○特別緑地保全地区またはその候補地内の市有緑地を対象として、確保緑地の適正整備事業を実施してい

ます。 
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ＭＥＭＯ 
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３)その他 

 

○鎌倉都市計画景観地区、鎌倉都市計画高度地区の都市計画の決定を、次のとおり平成 20年 3月 1日に告示

しました。 

○鎌倉都市計画高度地区については、令和 2年 3月 30日に指定区域を拡大する都市計画の変更を行いました。 

①景観地区 

名称 鎌倉景観地区(平成 30 年 2 月 9 日変更／鎌倉市告示 249 号、平成 20 年 3 月 1 日／鎌倉

市告示第 343号) 

位置 鎌倉市雪ノ下一丁目 他 

面積 約 224.8ha 

制限内容 建築物の高さの最高限度は 15ｍ(ただし、第一種低層住居専用地域内では 10m)。建築物

の屋根及び外壁の基調色は、原色・刺激色など周囲のまち並みと不調和となるような色

は使用できません。 

景観地区内において建築等を行う場合は認定申請が必要です。 

 

名称 北鎌倉景観地区(平成 20年 3月 1日／鎌倉市告示第 344号) 

位置 鎌倉市山ノ内地内 

面積 約 7.2ha 

制限内容 建築物の高さの最高限度は 15ｍ(ただし、第一種低層住居専用地域内では 10m)。建築物

の屋根及び外壁の基調色は、原色・刺激色など周囲のまち並みと不調和となるような色

は使用できません。 

景観地区内において建築等を行う場合は認定申請が必要です。 

 

②高度地区 

名称 高度地区（令和 2年 3月 30日／鎌倉市告示第 345号） 

位置 第１種高度地区 

・第一種中高層住居専用地域(景観地区、風致地区を除く) 

・第二種中高層住居専用地域 

・近隣商業地域（景観地区を除く北鎌倉駅周辺） 

第２種高度地区 

・第一種住居地域 

・第二種住居地域 

・準住居地域 

・近隣商業地域（第１種高度地区及び景観地区を除く） 

第３種高度地区 

・準工業地域 

・工業地域（柏尾川以南） 

第４種高度地区 

・商業地域 

・工業専用地域 

・工業地域（柏尾川以北） 

面積 第１種高度地区：約 344ha 第２種高度地区：約 309ha 

第３種高度地区：約 181ha 第４種高度地区：約 71ha 

制限内容 第１種高度地区：建築物の高さの最高限度は、15ｍとする。 

第２種高度地区：建築物の高さの最高限度は、20ｍとする。 

第３種高度地区：建築物の高さの最高限度は、31ｍとする。ただし、工業系建築 

        物以外の建物は 20ｍとする。 

第４種高度地区：建築物の高さの最高限度は、31ｍとする。 
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図 景観地区・風致地区指定区域 

大船駅 

北鎌倉駅 

腰越駅 

図 高度地区指定区域 第１種高度地区（高さ 15ｍ以下） 

第２種高度地区（高さ 20ｍ以下） 

第３種高度地区（高さ 31ｍ以下※１） 

第４種高度地区（高さ 31ｍ以下） 

 ※１ 工業系建築物以外は 20ｍ 
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(２)主な都市計画公園・都市公園 
 

１)主な都市計画公園・都市公園・都市公園候補地の状況 

 

○供用されている主な都市計画公園・都市公園、及び緑の基本計画で示す主な都市公園候補地は次のとおり

です。 
 

11 

12 

13 

15 

⑩ 

14 

既決定区域又は供用開始済み 
１ 笛田公園(地区公園) 
２ 源氏山公園(地区公園) 
３ 鎌倉海浜公園(総合公園) 
４ 鎌倉中央公園(風致公園) 
５ 夫婦池公園(風致公園) 
６ 六国見山森林公園(風致公園) 
７ 散在ガ池森林公園(風致公園) 
８ 浄明寺緑地(都市緑地) 
９ 山ノ内西瓜ヶ谷緑地(都市緑地) 
10 鎌倉広町緑地(都市林) 
11 岩瀬下関防災公園 
12 笛田一丁目公園 
13 山ノ内東瓜ヶ谷緑地(都市緑地) 
14 山崎・台峯緑地（都市緑地） 
15 山ノ内宮下小路緑地（都市緑地） 

候補地 
① (仮称)関谷公園(地区公園) 
② 散在ガ池森林公園(風致公園) 
③ (仮称)明月荘公園(風致公園) 
④ (仮称)華頂宮公園(風致公園) 
⑤ (仮称)扇湖山荘公園(風致公園) 
⑥ (仮称)御谷公園(歴史公園) 
⑦ (仮称)永福寺公園(歴史公園) 
⑧ (仮称)北条氏常盤亭公園(歴史公園) 
⑨ 浄明寺緑地(都市緑地) 
⑩ (仮称)腰越 2 号緑地(都市緑地) 
 
 

県立フラワーセンター・大船植物園 
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①主な都市計画公園、または供用している主な都市公園の区域 

 

○主な都市計画公園等の区域等は次のとおりです。 

 

■地区公園 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

源氏山公園 S31. 9.24(当初決定) 

S50. 9. 9(名称変更) 

9.54 

9.5 

S41.10.20 9.5 

※0.3haは都市

計画公園区域外 

扇ガ谷一丁目地

内 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・鎌倉市は観光都市として広く知られ四季を通

じて観光客の多い都市であるが近年の人口

の急増に伴い公園施設の整備に対する要請

が強いのでここに源氏山公園を都市計画と

して決定し、これが整備と相まって市民の慰

楽、保健の用に供そうとするものです。 

 

※源氏山公園は、特殊公園(風致公園)として都市計画決定。 

 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

笛田公園 S41. 3. 2(当初決定) 

S50. 9. 9(区域拡大) 

(名称変更) 

S54. 2.27(区域拡大) 

5.2 

5.5 

 

5.9 

S52. 6. 1 

S54.11. 1 

S55. 5.20 

H18. 4. 1 

0.34 

1.52 

1.87 

5.9 

笛田三丁目地内 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・本市における将来の公園利用と配置等を勘案

し、本公園を設置しようとするものです。 

 

※笛田公園は、運動公園として都市計画決定。 
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■総合公園 

 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

鎌倉海浜公園 S31. 9.24(当初決定) 

S41. 3. 2(区域変更) 

S50. 9. 9(名称変更) 

R元.6.14 

(名称及び区域変更) 

52.5 

31.6 

 

 

28.2 

S41.10.20 

S57. 6. 1 

H 2. 4. 1 

H14. 4.26 

4.15 

4.46 

6.63 

7.0 

由比ガ浜四丁目地内 

外 

【都市計画決定の理由】 

・鎌倉市は史実に富む土地であって、近年、四季の観光客特に、夏季の海水浴客の増加に伴い海浜公園

整備の要請が強いのでここに本案のように本市海浜一体約 28.2ha を都市計画公園として決定しこれ

が今後の整備と相俟って市民及び海水浴客並びに観光客の保健慰楽の用に供そうとするものである。 
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■風致公園 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

鎌倉中央公園 S41. 3. 2(当初決定) 

S45. 3.31(区域変更) 

S50. 9. 9(名称変更) 

S55. 2.15(区域変更) 

H19.11.16(区域変更) 

23.6 

23.7 

 

 

51.2 

H 9. 6. 1 

H16. 4. 1 

8.5 

23.7 

山崎字清水塚地内 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・本市における将来の公園利用と配置等を勘

案し、市街地において残された、優れた自

然風致の保護育成と、災害時の避難場所と

して整備することを目的として、本公園を

設置しようとするものです。 

 

 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

夫婦池公園 H 9. 9. 2 7.7 H21. 4.  1 

H30．5．21 

6.5 

6.6 

鎌倉山二丁目地内 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・当公園は、夫婦池及びその周辺の湿地、樹林

地等の自然を活かし、市民の憩いの場、散策

の場として整備するとともに、樹林の保全を

図るため、設置するものです。 
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名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

六国見山森林公園 H14. 8. 8 6.9 H19. 4. 1 6.9 高野地内 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・かつて山頂より六つの国(相模・武蔵・伊豆・

上総・下総・安房)が望め、また西には富士

山、北には筑波山を眺望できたということか

らも山頂からの眺望が良く、戦後の大規模な

宅地造成が行われた中で宅地に囲まれるよ

うに残された貴重な緑であり、自然とのふれ

あいを大切にした都市公園の設置を目的と

して設置するものです。 

 

※六国見山森林公園の展望台は、六国見山の山頂とは

位置が異なります。 

 

 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

散在ガ池森林公

園 

― ― S57. 6. 1 

S61. 4. 1 

12.8 

12.9 

今泉台七丁目地内 外 

【整備の方針等】 

 

・鎌倉市の北部に位置する散在ヶ池とそれを取り

囲む森林を、自然を尊重しながら整備し、保全

管理を行うことによって、県民や地元の皆さん

に、身近に、しかも快適に、緑や自然にふれあ

う憩いの場を提供することを目的として、神奈

川県と鎌倉市が協力のうえ整備を図ることとし

ています。 
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■都市林 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

鎌倉広町緑地 H 17.6.28 48.1 H27．4． 1 

H30．5．21 

48.0 

48.0 

腰越地内 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・鎌倉市の西部に位置し、丘陵の樹林、谷戸、

水系からなる豊かな自然環境を有し、動植

物の生息生育地である大規模な樹林地であ

り、都市の骨格を形成する緑地となってい

ることから、良好な自然的環境の保全を図

ることを目的としています。 

 

 

 

■都市緑地 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

浄明寺緑地 ― ― H 3. 3. 1 4.24 浄明寺六丁目地内 外 

【整備の方針】 

 

・住宅地の緑地として、古都鎌倉における景

観の緑として、重要な位置にあり、緑地と

して保全し、質の向上を図るとともに、市

民が親しめる緑の空間として、緑地の機能

を損なわない範囲の軽微な施設を配置し、

容易に緑に触れることのできる緑地として

整備するものです。 
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名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

山ノ内西瓜ヶ谷緑地 
H21.12.16 1.4 

H26. 6. 1 

H29. 6. 15 

1.3 

1.4 

山ノ内西瓜ヶ谷地内 

【都市計画決定の理由】 

 

・山ノ内西瓜ヶ谷緑地は、鎌倉市の中心部に位

置し、周辺の緑地や都市公園等との緑のネッ

トワークを形成するとともに、都市の自然的

環境を保全し、景観を維持向上させる機能を

有する貴重な樹林地となっており、自然的環

境の保全を目的としています。 

 

 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

山ノ内東瓜ヶ谷緑地 ― ― H29. 6. 15 0.3 山ノ内東瓜ヶ谷地内 

【整備の方針】 

 

・緑地の機能を損なわない範囲で活用するため

の整備を行い、身近な生活空間における緑の

充実を図ります。 
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名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

山崎・台峯緑地 H31.2.6 8.6 － － 山ノ内台字西ノ台 外 

【都市計画決定の理由】 

 

・鎌倉市の中心部に位置し、周囲の緑地や都市

公園等との緑のネットワークを形成すると

ともに、都市の自然的環境を保全し、景観を

維持向上させる機能を有する貴重な樹林地

となっており、自然的環境の保全を図るもの

です。 

 

名称 都市計画決定・面積(約 ha) 供用開始・面積(約 ha) 所在地 

山ノ内宮下小路緑地 R元.12.2 0.31 － － 山ノ内字宮下小路地内 

【都市計画決定の理由】 

 

・旧鎌倉地域の玄関口を特色付ける景観として

の JR 横須賀線からの車窓景観を形成する樹林

地で、歴史的風土保存区域、六国見山森林公園、

近郊緑地保全区域などとの緑のネットワーク軸

を支える緑の市街地の形成上、重要な緑地であ

るため、良好な自然的環境の保全を図るもので

す。 
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(３)緑の基本計画で設定する区域 

 

１)保全配慮地区 
 

○保全配慮地区内での土地利用等に対して配慮の要請をしています。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
３.特定地区に関する取り組みと実績等 
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(１)滑川流域 

■緑の保全等の方針図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な取り組みの内容 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

規制の厳しい法制度

の適用による緑の保

全・管理 

・令和 2年度末までに、神奈川県が買い入れた、歴史的風土特別保存

地区内の土地の合計面積は 205.9ha です。(令和 2 年度 3,929.72

㎡買入れ：数値は市内全域) 

・鎌倉近郊緑地特別保全地区内で買入れ申出されている土地の一部

18,884.91㎡を買い入れました(面積は市内全域)。 

比較的規制の緩やか

な法制度の適用によ

る緑地の保全・管理 

― 

４．流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
４.流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 

 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

都市公園等の施設緑

地による整備・管理 
・浄明寺・十二所地区で樹林管理事業を実施し、枝払い、伐採を行い

ました。 

・県が「古都保存法緑地管理指針」に基づき策定した「樹林の整備の

方針」、「危険木等の判定基準」に沿って、県有地において、危険

木の伐採を行いました。 

・令和 2 年 4 月 28 日、鎌倉駅西口駅前時計台広場の工事が竣工しま

した。 

行政が主体

となる主な

取り組み 

法制度の指定による

緑化や公共施設の緑

化の推進 

・開発事業区域内で 60件の緑化協議を行いました(件数は市内全域)。 

市民等との

連携による

主な取り組

み 

市民との連携による

緑の保全・管理 ― 

緑化重点地区等での

緑化の推進 

・かまくら緑の会が、若宮大路でみどりのボランティアとして、花苗

の植えつけを行いました。 

市民の自発的なまち

づくりによる緑の保

全・創出 

・自主まちづくり計画を策定している団体が、公園清掃等の活動を行

いました。 

・鎌倉風致保存会が、十二所果樹園、御谷山林での会員・ボランティ

アによる維持管理作業を 11回実施しました(参加者数 131名)。 

・鎌倉風致保存会が、緑地保存のため平成 18 年 1 月に取得した十二

所果樹園については、市民の憩いの場としての環境整備を進める中

で、平成 20 年度より通年開園とし、梅・栗の一般市民への販売を

行っています。 

・鎌倉風致保存会が、昭和 58 年に保存会が保存建造物に指定し、平

成 21 年に鎌倉市景観重要建築物に指定された大佛次郎茶亭の維

持・管理を助成しました。 

多様な主体との連携

による緑のまちづく

り 

・笹目町や大町の個人宅でオープン・ガーデンを実施している事例が

あります。 

・まち並みのみどりの奨励事業により、7件、植栽延長 92.74mの接道

緑化について、補助金を交付しました。(内、補助率が 2/3 になる

接道緑化の補助件数は 5 件でした(危険ブロック塀等補助金の交付

を受けてブロック塀等を除却する者で危険ブロック塀等補助金交

付決定後、１年以内に当該補助金の交付対象となったブロック塀等

にかえて建物敷地等に接道緑化を行ったため及び自主まちづくり

計画策定地区の区域のため）。 

・公園愛護会として 90 団体、157 公園で、街路樹愛護会として 20 団

体、35路線で活動しており、街区公園や街路樹の維持・管理が自主

的に行われています。（数値は市内全域） 
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(２)極楽寺川流域 

■緑の保全等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な取り組みの内容 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

規制の厳しい法制度

の適用による緑の保

全・管理 

・令和 2 年度末までに、神奈川県が買い入れた、歴史的風土特別保

存地区内の土地の合計面積は 205.9haです。(令和 2年度 3,929.72

㎡買入れ：数値は市内全域) 

比較的規制の緩やか

な法制度の適用によ

る緑地の保全・管理 
― 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
４.流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 

 
区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

都市公園等の施設緑

地による整備・管理 

・県が「古都保存法緑地管理指針」に基づき策定した「樹林の整備

の方針」、「危険木等の判定基準」に沿って、県有地において、

危険木の伐採を行いました。 

法制度の指定による

緑化や公共施設の緑

化の推進 

・開発事業区域内で 87 件の緑化協議を行いました(件数は市内全

域)。 

市民等との

連携による

主な取り組

み 

市民との連携による

緑の保全・管理 ― 

緑化重点地区等での

緑化の推進 
― 

市民の自発的なまち

づくりによる緑の保

全・創出 

・自主まちづくり計画を策定している団体が、公園清掃等の活動を行

いました。 

多様な主体との連携

による緑のまちづく

り 

・まち並みのみどりの奨励事業により、2件、植栽延長 12.9mの接道

緑化について、補助金を交付しました。。 

・公園愛護会として 90団体、157公園で、街路樹愛護会として 20団

体、35 路線で活動しており、街区公園や街路樹の維持・管理が自

主的に行われています。（数値は市内全域） 
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(３)神戸川流域 

■緑の保全等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な取り組みの内容 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

規制の厳しい法制度

の適用による緑の保

全・管理 

― 

比較的規制の緩やか

な法制度の適用によ

る緑地の保全・管理 

― 

都市公園等の施設緑

地による整備・管理 
― 

法制度の指定による

緑化や公共施設の緑

化の推進 

・開発事業区域内で 60 件の緑化協議を行いました(件数は市内全

域)。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
４.流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 

 
区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

市民等との

連携による

主な取り組

み 

市民との連携による

緑の保全・管理 
― 

緑化重点地区等での

緑化の推進 
― 

市民の自発的なまち

づくりによる緑の保

全・創出 

・自主まちづくり計画を策定している団体が、公園清掃等の活動を行

いました。 

多様な主体との連携

による緑のまちづく

り 

・まち並みのみどりの奨励事業により、1 件、植栽延長 8.6m の接道

緑化について、補助金を交付しました。 

・公園愛護会として 90団体、157公園で、街路樹愛護会として 20団

体、35 路線で活動しており、街区公園や街路樹の維持・管理が自

主的に行われています。（数値は市内全域） 
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(４)柏尾川左岸下流域 

■緑の保全等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な取り組みの内容 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

規制の厳しい法制度

の適用による緑の保

全・管理 

・令和 2年度末までに、神奈川県が買い入れた、歴史的風土特別保

存地区内の土地の合計面積は 205.9haです。(令和 2年度 3,929.72

㎡買入れ：数値は市内全域) 

・常盤山特別緑地保全地区内の市有地で確保緑地の適正整備事業を

実施しました。 

比較的規制の緩やか

な法制度の適用によ

る緑地の保全・管理 

― 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
４.流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 

 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

都市公園等の施設緑

地による整備・管理 
・令和 3年 3月 25日、笛田公園の柵を修繕しました。 

法制度の指定による

緑化や公共施設の緑

化の推進 

・開発事業区域内で 60件の緑化協議を行いました(件数は市内全

域)。 

市民等との

連携による

主な取り組

み 

市民との連携による

緑の保全・管理 

・NPO 鎌倉みどりのレンジャーが緑地管理作業等を(仮称)常盤緑地

で行いました。 

緑化重点地区等での

緑化の推進 
― 

市民の自発的なまち

づくりによる緑の保

全・創出 

・自主まちづくり計画を策定している団体が、公園清掃等の活動を

行いました。 

多様な主体との連携

による緑のまちづく

り 

・まち並みのみどりの奨励事業により、2 件、植栽延長 32.0m の接

道緑化について、補助金を交付しました。 

・公園愛護会として 90 団体、157 公園で、街路樹愛護会として 20

団体、35路線で活動しており、街区公園や街路樹の維持・管理が

自主的に行われています。（数値は市内全域） 
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(５)柏尾川左岸上流域 

■緑の保全等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な取り組みの内容 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

規制の厳しい法制度

の適用による緑の保

全・管理 

・令和 2年度末までに、神奈川県が買い入れた、歴史的風土特別保

存地区内の土地の合計面積は 205.9haです。(令和 2年度 3,929.72

㎡買入れ：数値は市内全域) 

・鎌倉近郊緑地特別保全地区内で買入れ申出されている土地の一部

18,884.91㎡を買い入れました(面積は市内全域)。 

比較的規制の緩やか

な法制度の適用によ

る緑地の保全・管理 
― 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
４.流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 

 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体とな

る主な取り組み 

都市公園等の施設緑

地による整備・管理 

・県が「古都保存法緑地管理指針」に基づき策定した「樹林の整備の方

針」「危険木等の判定基準」に沿って、県有地において、危険木の伐

採を行いました。 

・（仮称）山崎・台峯緑地（公園）整備（土木）工事において園路等

の整備工事を行いました。 

・鎌倉中央公園拡大区域(台峯)で、13,178.00 ㎡の用地を取得し、用

地取得率は 97.8%となりました。 

・令和 2年 4月 14日、鎌倉中央公園拡大区域（27.5ha）のうち、一部

（19.0ha）を供用開始しました。 

 

法制度の指定による

緑化や公共施設の緑

化の推進 

・開発事業区域内で 60件の緑化協議を行いました(件数は市内全域)。 

市民等との連携

による主な取り

組み 

市民との連携による

緑の保全・管理 

・令和 3年 3月 10日、三菱電機株式会社情報技術総合研究所からの寄

附により、砂押川プロムナードに桜（ジンダイアケボノ 8本）を植樹

していただきました。 

緑化重点地区等での

緑化の推進 
・砂押川プロムナードの桜 12 本の整枝剪定・枯れ枝等の伐採を行いま

した。 

 

市民の自発的なまち

づくりによる緑の保

全・創出 

・自主まちづくり計画を策定している団体が、公園清掃等の活動を行い

ました。 

多様な主体との連携

による緑のまちづく

り 

・まち並みのみどりの奨励事業により、2件、植栽延長 33.5mの接道緑

化について、補助金を交付しました。 

・公園愛護会として 90団体、157公園で、街路樹愛護会として 20団体、

35 路線で活動しており、街区公園や街路樹の維持・管理が自主的に

行われています。（数値は市内全域） 
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(６)柏尾川右岸流域 

■緑の保全等の方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主な取り組みの内容 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

行政が主体

となる主な

取り組み 

規制の厳しい法制度

の適用による緑の保

全・管理 

― 

比較的規制の緩やか

な法制度の適用によ

る緑地の保全・管理 

― 

都市公園等の施設緑

地による整備・管理 
― 

法制度の指定による

緑化や公共施設の緑

化の推進 

・開発事業区域内で 60件の緑化協議を行いました(件数は市内全

域)。 
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Ⅱ 計画推進の取り組みと実績 
４.流域を踏まえた地域別の主な取り組みと実績 

 

区   分 項    目 令和 2年度の主な実績等 

市民等との

連携による

主な取り組

み 

市民との連携による

緑の保全・管理 
― 

緑化重点地区等での

緑化の推進 
― 

市民の自発的なまち

づくりによる緑の保

全・創出 
― 

多様な主体との連携

による緑のまちづく

り 

・まち並みのみどりの奨励事業により、1 件、植栽延長 14.6m の

接道緑化について、補助金を交付しました。(内、補助率が 2/3

になる接道緑化の補助件数は 1 件でした(危険ブロック塀等補

助金の交付を受けてブロック塀等を除却する者で危険ブロック

塀等補助金交付決定後、１年以内に当該補助金の交付対象とな

ったブロック塀等にかえて建物敷地等に接道緑化を行ったた

め）。 

・公園愛護会として 90団体、157公園で、街路樹愛護会として 20

団体、35路線で活動しており、街区公園や街路樹の維持・管理

が自主的に行われています。（数値は市内全域） 

・平成 24年 4月、植木 1号市民緑地を対象として、市民緑地愛護

会が設立され、会員による愛護活動が行われています。 
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